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○松本市指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営の基準等を定める条例施行規則 

令和３年３月４日 

規則第５号 

（趣旨） 

第１条 この規則は、松本市指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営の基準等を定める条例（令和

２年条例第８０号。以下「条例」という。）の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この規則において使用する用語は、児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）及び条例で使用

する用語の例による。 

（指定児童発達支援事業所の従業者の員数） 

第３条 条例第６条第３項の規定により定める児童発達支援センター以外の指定児童発達支援事業所

の従業者の員数の基準は、次の各号に掲げる従業者の区分に応じ、当該各号に定める基準とする。 

(1) 児童指導員又は保育士 指定児童発達支援の単位ごとにその提供を行う時間帯を通じて専ら当該

指定児童発達支援の提供に当たる児童指導員又は保育士の合計数が、次のア又はイに掲げる単位に

おける障害児の数の区分に応じ、それぞれア又はイに定める数とすること。 

ア 障害児の数が１０までのもの ２以上 

イ 障害児の数が１０を超えるもの ２に、障害児の数が１０を超えて５又はその端数を増すごと

に１を加えて得た数以上 

(2) 児童発達支援管理責任者 １以上 

(3) 機能訓練担当職員 機能訓練を行うために必要な数 

(4) 看護職員 医療的ケアを行うために必要な数 ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、

看護職員を置かないことができる。 

ア 医療機関等との連携により、看護職員を指定児童発達支援事業所に訪問させ、当該看護職員が

障害児に対して医療的ケア（条例第６条第１項第４号に規定する「医療的ケア」をいう。以下同

じ。）を行う場合 

イ 当該指定児童発達支援事業所（社会福祉士及び介護福祉士法（昭和６２年法律第３０号。以下

「法」という。）第４８条の３第１項の登録に係る事業所である場合に限る。）において、医療

的ケアのうち喀痰
かくたん

吸引等（同法第２条第２項に規定する喀痰吸引等をいう。次条及び第１８条に

おいて同じ。）のみを必要とする障害児に対し、当該登録を受けた者が自らの事業又はその一環

として喀痰吸引等業務（同法第４８条の３第１項に規定する喀痰吸引等業務をいう。次条及び第

１８条において同じ。）を行う場合 

ウ 当該指定児童発達支援事業所（法附則第２７条第１項の登録に係る事業所である場合に限る。）

において、医療的ケアのうち特定行為（法附則第１０条第１項に規定する特定行為をいう。次条

及び第１８条において同じ。）のみを必要とする障害児に対し、当該登録を受けた者が自らの事
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業又はその一環として特定行為業務（法附則第２７条第１項に規定する特定行為業務をいう。次

条及び第１８条において同じ。）を行う場合 

２ 機能訓練担当職員又は看護職員（以下この条、次条及び第１８条において「機能訓練担当職員等」

という。）を置いた場合において、当該機能訓練担当職員等が指定児童発達支援の単位ごとにその提

供を行う時間帯を通じて専ら当該指定児童発達支援の提供に当たる場合には、当該機能訓練担当職員

等の数を児童指導員又は保育士の合計数に含めることができる。 

３ 条例第６条第３項の規定により定める主として重症心身障害児を通わせる児童発達支援センター

以外の指定児童発達支援事業所の従業者の員数の基準は、次の各号に掲げる従業者の区分に応じ、当

該各号に定める基準とする。ただし、指定児童発達支援の単位ごとにその提供を行う時間帯のうち日

常生活を営むのに必要な機能訓練を行わない時間帯については、機能訓練担当職員を置かないことが

できる。 

(1) 嘱託医 １以上 

(2) 看護職員 １以上 

(3) 児童指導員又は保育士 １以上 

(4) 機能訓練担当職員 １以上 

(5) 児童発達支援管理責任者 １以上 

４ 第１項第１号、第２項及び前項ただし書の指定児童発達支援の単位は、指定児童発達支援の提供が

同時に１又は２以上の障害児に対して一体的に行われるものをいう。 

５ 第２項の規定により機能訓練担当職員等の数を含める場合における第１項第１号の児童指導員又

は保育士の合計数の半数以上は、児童指導員又は保育士でなければならない。 

第４条 条例第７条第２項の規定により定める児童発達支援センターである指定児童発達支援事業所

の従業者の員数の基準は、次の各号に掲げる従業者の区分に応じ、当該各号に定める基準とする。 

(1) 嘱託医 １以上 

(2) 児童指導員及び保育士 次のアからウまでに掲げる従業者の区分に応じそれぞれアからウまでに

定める基準 

ア 児童指導員及び保育士の総数は、指定児童発達支援の単位ごとに、おおむね障害児の数を４で

除して得た数以上とすること。 

イ 児童指導員は、１以上とすること。 

ウ 保育士は、１以上とすること。 

(3) 栄養士 １以上 

(4) 調理員 １以上 

(5) 児童発達支援管理責任者 １以上 

(6) 機能訓練担当職員 機能訓練を行うために必要な数 

(7) 看護職員 医療的ケアを行うために必要な数 ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、
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看護職員を置かないことができる。 

ア 医療機関等との連携により、看護職員を指定児童発達支援事業所に訪問させ、当該看護職員が

障害児に対して医療的ケアを行う場合 

イ 当該指定児童発達支援事業所（法第４８条の３第１項の登録に係る事業所である場合に限る。）

において、医療的ケアのうち喀痰吸引等のみを必要とする障害児に対し、当該登録を受けた者が

自らの事業又はその一環として喀痰吸引等業務を行う場合 

ウ 当該指定児童発達支援事業所（法附則第２７条第１項の登録に係る事業所である場合に限る。）

において、医療的ケアのうち特定行為のみを必要とする障害児に対し、当該登録を受けた者が自

らの事業又はその一環として特定行為業務を行う場合 

２ 前項の規定に基づき、機能訓練担当職員等を置いた場合においては、当該機能訓練担当職員等の数

を児童指導員及び保育士の総数に含めることができる。 

３ 条例第７条第２項の規定により定める児童発達支援センターである指定児童発達支援事業所にお

いて、治療を行う場合の従業者の員数の基準は、医療法（昭和２３年法律第２０５号）に規定する診

療所として必要とされる数とする。 

４ 第２項の規定により機能訓練担当職員数の数を含める場合における第１項第２号の児童指導員及

び保育士の総数の半数以上は、児童指導員又は保育士でなければならない。 

５ 条例第７条第３項の規則で定める者は、指定児童発達支援の単位ごとに専ら当該指定児童発達支援

の提供に当たる者とする。 

６ 第１項第２号ア及び前項の指定児童発達支援の単位は、指定児童発達支援の提供が同時に１又は２

以上の障害児に対して一体的に行われるものをいう。 

（設備） 

第５条 条例第１１条第３項の規定により定める児童発達支援センターである指定児童発達支援事業

所の設備の基準は、次の各号に掲げる設備の区分に応じ当該各号に定める基準とする。 

(1) 発達支援室 次に定める基準 

ア 定員は、おおむね１０人とすること。 

イ 障害児１人当たりの床面積は、２．４７平方メートル以上とすること。 

(2) 遊戯室 障害児１人当たりの床面積は、１．６５平方メートル以上とすること。 

（通所給付決定保護者から支払を受ける額） 

第５条の２ 条例第２４条第２項の規定により定める法定代理受領を行わない指定児童発達支援を提

供した際に通所給付決定保護者から支払を受ける額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定

める額とする。 

(1) 次号に掲げる場合以外の場合 

当該指定児童発達支援に係る指定通所支援費用基準額 

(2) 治療を行う場合 
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前号に掲げる額のほか、当該指定児童発達支援のうち肢体不自由児通所医療（食事療養（健康保

険法（大正１１年法律第７０号）第６３条第２項第１号に規定する食事療養をいう。）を除く。以

下同じ。）に係るものにつき健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した費用

の額 

（通所給付決定保護者から支払を受けることができる費用） 

第６条 条例第２４条第３項の規則で定める費用は、指定児童発達支援において提供される便宜に要す

る費用のうち、次の各号（第１号にあっては、児童発達支援センターである指定児童発達支援事業所

に係るものに限る。）に掲げる費用とする。 

(1) 食事の提供に要する費用 

(2) 日用品費 

(3) 前２号に掲げるもののほか、指定児童発達支援において提供される便宜に要する費用のうち、日

常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、通所給付決定保護者に負担させること

が適当と認められるもの 

２ 前項第１号に掲げる費用については、児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び

運営に関する基準（平成２４年厚生労働省令第１５号。以下「基準省令」という。）第２３条第４項

に基づき、こども家庭庁長官が定めるところによるものとする。 

（児童発達支援センターである指定児童発達支援事業所において行うことを要しない健康診断） 

第７条 条例第３４条第１項ただし書の規則で定める健康診断は、次に掲げる健康診断とする。 

(1) 児童相談所等における障害児の通所開始前の健康診断 

(2) 障害児が通学する学校における健康診断 

２ 条例第３４条第１項ただし書の規定により健康診断の全部又は一部を行うことを要しない場合は、

前項各号に掲げる健康診断が行われた場合であって、当該健康診断が次の各号に掲げる健康診断の区

分に応じ当該各号に定める健康診断の全部又は一部に相当すると認められるときとする。この場合に

おいて、児童発達支援センターである指定児童発達支援事業所に係る指定児童発達支援事業者は、当

該各号に掲げる健康診断の結果を把握しなければならない。 

(1) 前項第１号に掲げる健康診断 通所開始時の健康診断 

(2) 前項第２号に掲げる健康診断 定期の健康診断又は臨時の健康診断 

（共生型児童発達支援の事業を行う指定通所介護事業所等の設備） 

第８条 条例第５７条第１号の規則で定める要件は、指定通所介護事業所等の食堂及び機能訓練室の面

積を指定通所介護等の利用者の数と共生型児童発達支援を受ける障害児の数の合計数で除して得た

面積が３平方メートル以上であることとする。 

（共生型児童発達支援の事業を行う指定小規模多機能型居宅介護事業所等の登録定員等） 

第９条 条例第５８条第１号の規則で定める数は、２９人（サテライト型指定小規模多機能型居宅介護

事業所（松本市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例（平
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成２４年条例第４７号。以下この項において「指定地域密着型サービス事業基準条例」という。）第

８２条第７項に規定するサテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所をいう。）、サテライト型

指定看護小規模多機能型居宅介護事業所（指定地域密着型サービス事業基準条例第１９１条第８項に

規定するサテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所をいう。）又はサテライト型指定介護

予防小規模多機能型居宅介護事業所（松本市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及

び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関す

る基準を定める条例（平成２４年条例第４８号。以下「指定地域密着型介護予防サービス基準条例」

という。）第４４条第７項に規定するサテライト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所をい

う。）（以下「サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所等」という。）にあっては、１８人）

とする。 

２ 条例第５８条第２号の規則で定める数は、１５人（登録定員が２５人を超える指定小規模多機能型

居宅介護事業所等にあっては、登録定員に応じて、次の表に定める利用定員、サテライト型指定小規

模多機能型居宅介護事業所等にあっては、１２人）とする。 

登録定員 利用定員 

２６人又は２７人 １６人 

２８人 １７人 

２９人 １８人 

（準用） 

第１０条 第６条及び第７条の規定は、共生型児童発達支援の事業について準用する。この場合におい

て、第６条第１項中「第２４条第３項」とあるのは「第５９条において準用する条例第２４条第３項」

と、第７条中「第３４条第１項ただし書」とあるのは「第５９条において準用する条例第３４条第１

項ただし書」とする。 

（基準該当児童発達支援事業所の従業者の員数） 

第１１条 条例第６０条第２項の規定により定める基準該当児童発達支援事業所の従業者の員数の基

準は、次の各号に掲げる従業者の区分に応じ、当該各号に定める基準とする。 

(1) 児童指導員又は保育士 基準該当児童発達支援の単位ごとにその提供を行う時間帯を通じて専ら

当該基準該当児童発達支援の提供に当たる児童指導員又は保育士の合計数が、ア又はイに掲げる障

害児の数の区分に応じ、それぞれア又はイに定める数以上 

ア 障害児の数が１０までのもの ２以上 

イ 障害児の数が１０を超えるもの２に、障害児の数が１０を超えて５又はその端数を増すごとに

１を加えて得た数以上 

(2) 児童発達支援管理責任者 １以上 

２ 前項第１号の基準該当児童発達支援の単位は、基準該当児童発達支援であって、その提供が同時に
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１又は２以上の障害児に対して一体的に行われるものをいう。 

（準用） 

第１２条 第６条の規定は、基準該当児童発達支援の事業について準用する。この場合において、第６

条第１項中「第２４条第３項」とあるのは、「第６３条において準用する条例第２４条第３項」とす

る。 

（基準該当児童発達支援の事業を行う指定通所介護事業所等の設備） 

第１３条 条例第６５条第１号の規則で定める要件は、指定通所介護事業所等の食堂及び機能訓練室の

面積を指定通所介護等の利用者の数と同条の規定により基準該当児童発達支援とみなされる指定通

所介護等を受ける障害児の数の合計数で除して得た面積が３平方メートル以上であることとする。 

（基準該当児童発達支援の事業を行う指定小規模多機能型居宅介護事業所等の登録定員等） 

第１４条 条例第６６条第１号の規則で定める数は、２９人（サテライト型指定小規模多機能型居宅介

護事業所又はサテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所にあっては、１８人）とする。 

２ 条例第６６条第２号の規則で定める数は、１５人（登録定員が２５人を超える指定小規模多機能型

居宅介護事業所等にあっては、登録定員に応じて、次の表に定める利用定員、サテライト型指定小規

模多機能型居宅介護事業所等にあっては、１２人）とする。 

登録定員 利用定員 

２６人又は２７人 １６人 

２８人 １７人 

２９人 １８人 

第１５条から第１７条まで 削除 

（指定放課後等デイサービス事業所の従業者の員数） 

第１８条 条例第７８条第３項の規定により定める指定放課後等デイサービス事業所の従業者の員数

の基準は、次の各号に掲げる従業者の区分に応じ、当該各号に定める基準とする。 

(1) 児童指導員又は保育士 指定放課後等デイサービスの単位ごとにその提供を行う時間帯を通じて

専ら当該指定放課後等デイサービスの提供に当たる児童指導員又は保育士の合計数が、次のア又は

イに掲げる単位における障害児の数の区分に応じ、それぞれア又はイに定める数とすること。 

ア 障害児の数が１０までのもの ２以上 

イ 障害児の数が１０を超えるもの ２に、障害児の数が１０を超えて５又はその端数を増すごと

に１を加えて得た数以上 

(2) 児童発達支援管理責任者 １以上 

(3) 機能訓練担当職員 機能訓練を行うために必要な数 

(4) 看護職員 医療的ケアを行うために必要な数 ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、

看護職員を置かないことができる。 
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ア 医療機関等との連携により、看護職員を指定児童発達支援事業所に訪問させ、当該看護職員が

障害児に対して医療的ケア（条例第６条第１項第４項に規定する「医療的ケア」をいう。以下同

じ。）を行う場合 

イ 当該指定放課後等デイサービス事業所（法第４８条の３第１項の登録に係る事業所である場合

に限る。）において、医療的ケアのうち喀痰吸引等（同法第２条第２項に規定する喀痰吸引等を

いう。）のみを必要とする障害児に対し、当該登録を受けた者が自らの事業又はその一環として

喀痰吸引等業務（同法第４８条の３第１項に規定する喀痰吸引等業務をいう。）を行う場合 

ウ 当該指定放課後等デイサービス事業所（法附則第２７条第１項の登録に係る事業所である場合

に限る。）において、医療的ケアのうち特定行為（同法附則第３条第１項に規定する特定行為を

いう。）のみを必要とする障害児に対し、当該登録を受けた者が自らの事業又はその一環として

特定行為業務（法附則第２７条第１項に規定する特定行為業務をいう。）を行う場合 

２ 機能訓練担当職員等を置いた場合において、当該機能訓練担当職員等が指定放課後等デイサービス

の単位ごとにその提供を行う時間帯を通じて専ら当該指定放課後等デイサービスの提供に当たる場

合には、当該機能訓練担当職員等の数を児童指導員又は保育士の合計数に含めることができる。 

３ 条例第７８条第３項の規定により定める主として重症心身障害児を通わせる指定放課後等デイサ

ービス事業所の従業者の員数の基準は、次の各号に掲げる従業者の区分に応じ、当該各号に定める基

準とする。ただし、指定放課後等デイサービスの単位ごとにその提供を行う時間帯のうち日常生活を

営むのに必要な機能訓練を行わない時間帯については、機能訓練担当職員を置かないことができる。 

(1) 嘱託医 １以上 

(2) 看護職員 １以上 

(3) 児童指導員又は保育士 １以上 

(4) 機能訓練担当職員 １以上 

(5) 児童発達支援管理責任者 １以上 

４ 第１項第１号、第２項及び前項ただし書の指定放課後等デイサービスの単位は、指定放課後等デイ

サービスの提供が同時に１又は２以上の障害児に対して一体的に行われるものをいう。 

５ 第２項の規定により機能訓練担当職員等の数を含める場合における第１項第１号の児童指導員又

は保育士の合計数の半数以上は、児童指導員又は保育士でなければならない。 

（共生型放課後等デイサービスの事業を行う指定通所介護事業所等の設備） 

第１９条 条例第８３条において準用する条例第５７条第１号の規則で定める要件は、指定通所介護事

業所等の食堂及び機能訓練室の面積を指定通所介護等の利用者の数と共生型児童発達支援を受ける

障害児の数の合計数で除して得た面積が３平方メートル以上であることとする。 

（共生型放課後等デイサービスの事業を行う指定小規模多機能型居宅介護事業所等の登録定員等） 

第２０条 条例第８３条において準用する条例第５８条第１号の規則で定める数は、２９人（サテライ

ト型指定小規模多機能型居宅介護事業所等にあっては、１８人）とする。 
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２ 条例第８３条において準用する条例第５８条第２号の規則で定める数は、１５人（登録定員が２５

人を超える指定小規模多機能型居宅介護事業所等にあっては、登録定員に応じて、次の表に定める利

用定員、サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所等にあっては、１２人）とする。 

登録定員 利用定員 

２６人又は２７人 １６人 

２８人 １７人 

２９人 １８人 

（基準該当放課後等デイサービス事業所の従業者の員数） 

第２１条 条例第８４条第２項の規定により定める基準該当放課後等デイサービス事業所の従業者の

員数の基準は、次の各号に掲げる従業者の区分に応じ、当該各号に定める基準とする。 

(1) 児童指導員又は保育士 基準該当放課後等デイサービスの単位ごとにその提供を行う時間帯を通

じて専ら当該基準該当放課後等デイサービスの提供に当たる児童指導員又は保育士の合計数が、ア

又はイに掲げる障害児の数の区分に応じ、それぞれア又はイに定める数以上 

ア 障害児の数が１０までのもの ２以上 

イ 障害児の数が１０を超えるもの ２に、障害児の数が１０を超えて５又はその端数を増すごと

に１を加えて得た数以上 

(2) 児童発達支援管理責任者 １以上 

２ 前項第１号の基準該当放課後等デイサービスの単位は、基準該当放課後等デイサービスであって、

その提供が同時に１又は２以上の障害児に対して一体的に行われるものをいう。 

（基準該当放課後デイサービスの事業を行う指定通所介護事業所等の設備） 

第２２条 条例第８７条において準用する条例第６５条第１号の規則で定める要件は、指定通所介護事

業所等の食堂及び機能訓練室の面積を指定通所介護等の利用者の数と同条の規定により基準該当放

課後等デイサービスとみなされる指定通所介護等を受ける障害児の数の合計数で除して得た面積が

３平方メートル以上であることとする。 

（基準該当放課後等デイサービスの事業を行う指定小規模多機能型居宅介護事業所等の登録定員等） 

第２３条 条例第８７条において準用する条例第６６条第１号の規則で定める数は、２９人（サテライ

ト型指定小規模多機能型居宅介護事業所又はサテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所

にあっては、１８人）とする。 

２ 条例第８７条において準用する条例第６６条第２号の規則で定める数は、１５人（登録定員が２５

人を超える指定小規模多機能型居宅介護事業所等にあっては、登録定員に応じて、次の表に定める利

用定員、サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所等にあっては、１２人）とする。 

登録定員 利用定員 

２６人又は２７人 １６人 
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２８人 １７人 

２９人 １８人 

（指定居宅訪問型児童発達支援事業所の従業者の員数） 

第２４条 条例第８９条第２項の規定により定める指定居宅訪問型児童発達支援事業所の従業者の員

数の基準は、次の各号に掲げる従業者の区分に応じ、当該各号に定める基準とする。 

(1) 訪問支援員 事業規模に応じて訪問支援を行うために必要な数 

(2) 児童発達支援管理責任者 １以上 

（指定保育所等訪問支援事業所の従業者の員数） 

第２５条 条例第９６条第２項の規定により定める指定保育所等訪問支援事業所の従業者の員数の基

準は、次の各号に掲げる従業者の区分に応じ、当該各号に定める基準とする。 

(1) 訪問支援員 事業規模に応じて訪問支援を行うために必要な数 

(2) 児童発達支援管理責任者 １以上 

（多機能型事業所に関する特例） 

第２６条 多機能型事業所（条例に規定する事業のみを行う多機能型事業所に限る。）に係る事業を行

う者に対する第３条、第４条、第１８条、第２４条及び前条の規定の適用については、第３条第１項

各号列記以外の部分中「指定児童発達支援事業所」とあるのは「多機能型事業所」と、同項第１号及

び同条第２項中「指定児童発達支援」とあるのは「指定通所支援」と、同条第３項中「指定児童発達

支援事業所」とあるのは「多機能型事業所」と、「指定児童発達支援の」とあるのは「指定通所支援

の」と、同条第４項中「指定児童発達支援」とあるのは「指定通所支援」と、第４条第１項各号列記

以外の部分中「指定児童発達支援事業所」とあるのは「多機能型事業所」と、同項第２号ア中「指定

児童発達支援」とあるのは「指定通所支援」と、同条第３項中「指定児童発達支援事業所」とあるの

は「多機能型事業所」と、同条第５項及び第６項中「指定児童発達支援」とあるのは「指定通所支援」

と、第１８条第１項各号列記以外の部分中「指定放課後等デイサービス事業所」とあるのは「多機能

型事業所」と、同項第１号及び同条第２項中「指定放課後等デイサービス」とあるのは「指定通所支

援」と、同条第３項中「指定放課後等デイサービス事業所」とあるのは「多機能型事業所」と、「指

定放課後等デイサービスの」とあるのは「指定通所支援の」と、同条第４項中「指定放課後等デイサ

ービス」とあるのは「指定通所支援」と、第２４条中「指定居宅訪問型児童発達支援事業所」とある

のは「多機能型事業所」と、前条中「指定保育所等訪問支援事業所」とあるのは「多機能型事業所」

とする。 

（補則） 

第２７条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

（施行期日） 
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１ この規則は、令和３年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際現に指定を受けている条例第６条第１項に規定する指定児童発達支援事業者

（以下「旧指定児童発達支援事業者」という。）については、第３条第１項の規定にかかわらず、令

和５年３月３１日までの間は、なお従前の例による。 

３ 旧指定児童発達支援事業者に対する第３条第２項の規定の適用については、令和５年３月３１日ま

での間、同項中「又は保育士」とあるのは「、保育士又は学校教育法（昭和２２年法律第２６号）の

規定による高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者、同法第９０条第２項の規定により大学への

入学を認められた者、通常の課程による１２年の学校教育を修了した者（通常の課程以外の課程によ

りこれに相当する学校教育を修了した者を含む。）若しくは文部科学大臣がこれと同等以上の資格を

有すると認定した者であって、２年以上障害福祉サービスに係る業務に従事したもの（以下「障害福

祉サービス経験者」という。）」とする。 

４ 旧指定児童発達支援事業者に対する第３条第５項の規定の適用については、令和５年３月３１日ま

での間、同項中「又は保育士の合計数」とあるのは、「、保育士又は障害福祉サービス経験者の合計

数（看護職員を除く。）」とする。 

５ 旧指定児童発達支援事業者については、第４条第５項の規定にかかわらず、令和４年３月３１日ま

での間は、なお従前の例による。 

６ この規則の施行の際現に条例第６０条第１項に規定する基準該当児童発達支援に関する基準を満

たしている基準該当児童発達支援事業者（以下「旧基準該当児童発達支援事業者」という。）につい

ては、第１１条第１項の規定にかかわらず、令和５年３月３１日までの間は、なお従前の例による。 

７ 旧基準該当児童発達支援事業者については、この規則による改正前の松本市指定通所支援の事業等

の人員、設備及び運営の基準等を定める条例施行規則（以下「旧条例施行規則」という。）第１１条

第３項の規定は、令和５年３月３１日までの間、なおその効力を有する。 

８ この規則の施行の際現に指定を受けている条例第７８条第１項に規定する指定放課後等デイサー

ビス事業者（以下「旧指定放課後等デイサービス事業者」という。）については、第１８条第１項の

規定にかかわらず、令和５年３月３１日までの間は、なお従前の例による。 

９ 旧指定放課後等デイサービス事業者に対する第１８条第２項の規定の適用については、令和５年３

月３１日までの間、同項中「又は保育士」とあるのは、「、保育士又は障害福祉サービス経験者」と

する。 

１０ 旧指定放課後等デイサービス事業者に対する第１８条第５項の規定の適用については、令和５年

３月３１日までの間、同項中「又は保育士の合計数」とあるのは、「、保育士又は障害福祉サービス

経験者の合計数（看護職員を除く。）」とする。 

１１ この規則の施行の際現に条例第８４条第１項に規定する基準該当放課後等デイサービス支援に

関する基準を満たしている基準該当放課後等デイサービス事業者（以下「旧基準該当放課後等デイサ
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ービス事業者」という。）については、第２１条第１項の規定にかかわらず、令和５年３月３１日ま

での間は、なお従前の例による。 

１２ 旧基準該当放課後等デイサービス事業者については、旧条例施行規則第２１条第３項の規定は、

令和５年３月３１日までの間、なおその効力を有する。 

附 則（令和３年３月３１日規則第８３号） 

この規則は、令和３年４月１日から施行する。 

附 則（令和４年３月３１日規則第１５号） 

この規則は、令和４年４月１日から施行する。 

附 則（令和６年３月６日規則第１４号） 

この規則は、令和６年４月１日から施行する。 

 


